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議案第４４号 

唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則制 

定について 

 唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則を別紙のよう

に制定するものとする。 

  令和６年１２月２６日 提出 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  学校給食費の納期限及び納付額について、転入、転出、給食の回数等

により規則に規定する方法により難い場合に対応するため改正するもの

である。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正の理由 

  学校給食費の納期限及び納付額について、転入、転出、給食の回数等により規

則に規定する方法により難い場合に対応するため改正するもの 

 

３ 改正の内容 

第９条に第２項として、納付方法、納期限及び納付額の特例に関する規定を加

える。 

 

４ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則 

 唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則（令和５年教育委員会規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

 第９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別

に定めるところにより納付させることができる。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第４４号参考資料 

唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

 （月ごとの納付額及び納期限） 

第９条 定期に学校給食を喫する者は、その納付すべき年間納付額を分割して納付

しなければならない。この場合において、当該納付に係る納期限及び納付額は、

別表に定めるとおりとする。 

２ 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別

に定めるところにより納付させることができる。 

３ 略 

 

 

 （月ごとの納付額及び納期限） 

第９条 定期に学校給食を喫する者は、その納付すべき年間納付額を分割して納付

しなければならない。この場合において、当該納付に係る納期限及び納付額は、

別表に定めるとおりとする。 

 

 

２ 略 
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議案第４５号 

   唐津市都市コミュニティセンター旧社会体育館の用途廃止について 

 唐津市都市コミュニティセンターの旧社会体育館について、用途廃止するものと

する。 

  令和６年１２月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  令和６年１２月１日付けで廃止した唐津市都市コミュニティセンター

の社会体育館について、新外町公民館建設に当たり当該建物を解体する

ため、用途廃止を行うものである。 
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     唐津市都市コミュニティセンター旧社会体育館の     

     用途廃止について 

 

１ 概要 

令和６年１２月 1 日付けで廃止した唐津市都市コミュニティセンターの社会体

育館について、令和６年８月定例教育委員会で承認を得た「外町公民館の移転改

築方針」のとおり、新外町公民館建設に当たり当該建物を解体するため、用途廃

止を行うもの 

 

２ 用途廃止する建物 

所在地  ：唐津市和多田海士町３３７３番地３ 

延べ床面積：１，８２０㎡ 

建設年  ：昭和５０年 

構造   ：鉄筋コンクリート造 

 

３ その他 

用途廃止後は、解体工事に着手する。なお、解体工事完了後は、その用地に外

町公民館を建設し、その後、唐津市都市コミュニティセンターは廃止及び解体の

予定である。 
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　都市コミュニティセンター　航空写真（社会体育館）

社会体育館
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